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１ 健全な財政基盤の確立 
■ 全国の都道府県と比べて、財政指標、財政健全化債の発行額、民間の評価などから

も、本県の財政状況の悪化が明らかとなっている。 
 

 ⇒ このため、財源不足の解消、財政健全化債・基金に頼らない持続的な

財政構造の確立が必要。 
 
 
＜財政指標等＞ ※順位は悪い方から 

（％） （％） （億円）

１ 大 阪 府 103.1 １ 岡 山 県 18.9 １ 大 阪 府 1,757 １ 北 海 道 ＡＡ- Ⅴ

２ 愛 知 県 96.8 ２ 長 野 県 17.0 ２ 愛 知 県 1,317 ２ 大 阪 府 ＡＡ- Ⅳ

３ 神奈川県 95.7 ３ 秋 田 県 15.7 ３ 千 葉 県 1,114 ３ 兵 庫 県 ＡＡ- Ⅲ

４ 埼 玉 県 94.4 ４ 熊 本 県 15.0 ４ 北 海 道 1,000 ４ 新 潟 県 ＡＡ Ⅳ

５ 鹿児島県 94.0 ４ 広 島 県 15.0 ５ 埼 玉 県 776 ５ 長 野 県 ＡＡ Ⅲ

６ 福 岡 県 93.9 ４ 栃 木 県 15.0 ６ 広 島 県 681 ５ 福 岡 県 ＡＡ Ⅲ

７ 岡 山 県 93.3 ７ 富 山 県 14.5 ７ 神奈川県 509 ５ 宮 城 県 ＡＡ Ⅲ

８ 広 島 県 92.6 ７ 島 根 県 14.5 ８ 福 岡 県 450 ５ 茨 城 県 ＡＡ Ⅲ

９ 兵 庫 県 92.4 ９ 高 知 県 14.4 ９ 兵 庫 県 405 ５ 広 島 県 ＡＡ Ⅲ

９ 青 森 県 92.4 10 鹿児島県 14.1 10 岡 山 県 363 10 愛 知 県 ＡＡ Ⅱ

【分析①】 【分析②】 【分析③】 【要素】

〔市場公募16団体のみ〕 （格付け）

○県税と地方交付税など
自由に使える財源に対
し、公債費の割合が高い

○自治体の租税の基礎とな
る地域経済力や債務負担行
為、公営企業会計や三セク
なども含めた総合的な独自
評価
○広島県はＨ１５にＡＡ＋
からＡＡに１ノッチ引き下
げ

④ Ｒ＆Ｉ格付け
   （Ｈ１５）

●財政構造の硬直化 ●起債への過度な依存度 ●財源不足額の規模 ●民間による債券市場評価

① 経常収支比率
   （Ｈ１３）

② 起債制限比率
   （Ｈ１３）

③ 財政健全化債残高
   （Ｈ１３）

①大都市（政令指定都市）
を抱えているため、警察官
や教育職員など義務的な人
件費の高止まりや介護保険
関連の補助費等の増加によ
る硬直化

②過去に発行した起債によ
る元利償還の増加による硬
直化

①早期に財政健全化対策に
取り組んだものの、構造的
な財源不足額を通常の起債
枠を超えた起債で対応して
きた団体
　発行残高は、財源不足額
の概ねの規模を表す

②財政健全化債は交付税措
置の全くない起債であり、
赤字を後年度へ先送りした
形となっている



２ 歳出と財源構成 
■ 本県の歳出構造と、その財源の構成は次表のとおり。 
 ・義務的経費等…人件費、公債費、扶助費、税関係支出金に要する経費 5,945 億円（５６％） 

・ 投資的経費…公共事業、その他建設事業、災害復旧事業に要する経費 2,305 億円（２２％） 
・ その他経費…補助費等、投融資関係費、物件費、維持補修費等に要する経費 2,338 億円（２２％） 

■ 一般財源は、義務、その他、投資の順で高い。投資は県債が充当でき構成率は低い。 

⇒ 財源不足を解消するためには、一般財源ベースで歳出圧縮が必要 
 
 

  歳出の主な内容 

 
 
⇒職員給与費、退職手当、委

員等報酬等 
 
 

 
⇒県債の償還元金・利息 
 
⇒生活保護法、老人福祉法

等に基づく各種扶助 
⇒市町村への税交付金、地

方消費税都道府県清算金 
 
 
⇒公共事業 
（補助公共、国直轄事業負担金、

単独公共事業） 
 その他の建設事業 
（県立学校施設整備、広島高速

道路公社出資金・貸付金、合

併支援緊急道路等整備等） 
 
⇒現年・過年災害復旧費 

 
⇒市町村、各種団体等への

補助金等 
（介護保険給付負担金、老人医

療費、私学振興補助金等) 
 
⇒貸付金、積立金、投資・出

資、繰出金 
（預託融資、本四公団出資等）

⇒物件費、維持補修費等 
（一般事業の執行経費、内部管

理経費、施設維持管理費等） 

 
 
 
 

人件費 
3,313 

（31％） 

公債費 
1,406 

（13％） 

扶助費 361（4％） 
税関係支出金 
865（8％） 

 
 
 
 

普通建設事業費 
2,255 

（21％） 
 

 
補助費等 

1,236 
（12％） 

 
投融資関係費 
695（6％） 

その他 
407（4％） 
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 災害復旧費 50（1％） 

《財源構成》 
一般財源 4,855 億円(46％)   
国庫支出金 937 億円(9％) 

（義務教育費国庫負担、生活保護

等扶助費国庫負担等） 
その他    153 億円(１％) 

（使用料・手数料、分担金・負担

金等） 

一般財源  ６，７８４億円（６４％） 
  使途が特定されず自由に使える財源。 
 一般財源の不足分 419 億円は、財政健全
化債と基金で補てん。 
 ⇒ 一般財源の圧縮が必要。 
 
＜一般財源の主な内訳＞  
 県税 2,609、地方消費税清算金 523、 
 地方交付税 2,359、地方譲与税等 97、 
 臨時財政対策債等 653、その他 123、 
 財源不足対策分 419  

平成１５年度当初予算 
1 兆５８８億円 

《財源構成》 

一般財源  552 億円(5％)   
国庫支出金 715 億円(7％) 

（補助公共、災害復旧分） 
県債     869 億円（8％） 
その他    169 億円(2％) 

（分担金・負担金、諸収入等） 

《財源構成》 
一般財源 1,377 億円(13%)   
国庫支出金 175 億円(2%) 
諸収入    560 億円(5%) 

（県費預託融資制度分等） 

その他    226 億円(2%) 

（使用料・手数料、繰入金、県債

等） 



３ 歳出の見直し 
 ■ 歳出の中で一般財源が圧縮できる「見直し対象」分野を設定。 
 ■ 公債費、税関係支出金、扶助費・補助費等の一部は、法令、契約等で義務付けられ

削減不可能な経費であり、見直し対象経費からは除外。 
⇒ 人件費、公共事業、一般事業の３分野を見直し対象とする。 
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  災害復旧費 50 

人  件  費 
事 業 費 約 3,300 億円

一般財源 約 2,500 億円

法令等で義務付けられ削減

不可能な経費 
○ 公債費 
○ 税関係支出金 
○ 扶助費、補助費等のうち

一部 

公 共 事 業 
事 業 費 約 1,900 億円

一般財源 約  400 億円

一 般 事 業 
事 業 費 約 3,100 億円

一般財源 約 1,600 億円

３分野の合計 

事 業 費 約 8,300 億円(78%)

一般財源 約 4,500 億円(66%)

公共事業以外の 
建設事業 

扶助費

※ 公債費、税関係支出金分を 
 を除いた一般財源 



４ 人件費 
   「行政システム改革推進計画」（Ｈ１２．３策定）に基づく職員数の削減，財源対策として臨時的に導入した昇給

期間延伸措置などにより，これまでも人件費抑制措置を着実に実施。 

 

（１）職員数 

  ① 職員数の削減実施状況 

    ■ 知事部局等については，事務事業や簡素で効率的な組織機構の構築に向けた見直し等により，平成１６

年度までの削減目標を上回るペースでの見直しを実施。 

    ■ 教育委員会においても，児童生徒数の減少や学校の統廃合等により，平成１６年度までの目標である１６

００人の削減は概ね達成できる見通し。 

                                                                             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 分権への取組みによる組織機構のスリム化 

    ■ 市町村合併の動向や県の新たな役割を踏まえた事務事業，組織機構の見直し 

    ■ 特に，総合事務所としての地域事務所については，基礎的自治体への事務・権限移譲が進展した段階に

おける廃止を念頭とした見直しを検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H12.4 H13.4 H14.4 H15.4
区 分 H11.4 

削減数 削減数 削減数 削減数

削減 

累計 
達成率

H12～16 

計画（前半） 

H1７～２１ 

計画（後半）

H12～21

計画 

知事部局等 ８，５２９ ▲61 ▲157 ▲126 ▲102 ▲446 約 90％ 約 500 約 300 約 800

教育委員会 ２３，６１５ ▲386 ▲292 ▲335 ▲358 ▲1,371 約 86％ 約 1,600 約 1,200 約 2,800

計 ３２，１４４ ▲447 ▲449 ▲461 ▲460 ▲1,817 約 87％ 約 2,100 約 1,500 約 3,600

※知事部局等とは，知事部局，企業局，行政委員会，病院，大学及び警察本部をいう。 

【部局別及び本庁・地方機関別の職員数】 
知事部局（５，９１４人） ※大学を除く 〔参考〕 

地方機関 
部局名 

本 庁 
地域事務所 その他

 「その他」の地方機関 

出納長室 ５９ ― ― ―

総務局 ２６４
総務企画部 ３３１ 

税務局 ３４８
６０ 東京事務所，旅券Ｃ等 

地域振興部 １８３ ― ― ―

環境生活部 ２１６ ― １０ 消防学校 

福祉保健部 ３１５ 厚生環境局 ４７８ ２３６ 保健環境Ｃ，児童相談所（中央，福山，三次）等 

商工労働部 ２０５ ６ ２４２ 高等技術専門校（広島，呉，福山，三次）等 

農林水産部 ２８０ 農林局 ７９７ ３５８ 農業改良普及Ｃ，農業技術大学校等 

土木建築部 ５３５ 建設局 ９２４ ６７ 広島港湾振興局等 

知事部局計 ２,１２４ ２,８１７ ９７３

 



（２） 給与 

 ① これまでの取組等 

    ■ 平成１１年以降，昇給期間延長措置などの給与抑制策に加え，一職一級制度導入などの給与適正化措

置を行っている。 

     これらの給与制度の見直し等に当たっては，人事委員会の勧告等を踏まえつつ，生計費並びに国・他県

状況及び民間状況を考慮しながら対応を行っている。 

 

    【１１年以降実施の人件費抑制措置，給与適正化措置一覧】 

人件費抑制措置等 給与適正化措置 

 ・昇給期間延長措置(12 月)(H11.4～) 

・勤評特昇の休止(H11.4～) 

・管理職手当５％カット(H11.1～) 

・特別職報酬減額(H11.1～) 

・指定職給与減額(H11.1～) 

 ・一職一級制度導入(H12.4～) 

 ・行(二)給料表導入(H12.4～) 

 ・５５歳昇給停止の導入(H13.4～) 

 ・退職時特別昇給見直し(H13.4～) 

 ・勤勉手当成績率導入(H13.4～) 

 ・特殊勤務手当の見直し（H12.4～）  

 

 ② 他県状況等 

   ■ 人件費抑制措置等により，ラスは８位（平成１０年）から３９位（平成１４年）まで下落 

     

    【ラスパイレス指数の変遷】 

年    度 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14

ラス指数 104.5 104.3 104.5 104.3 104.4 104.4 104.2 104.0 103.2 101.6 101.1 101.2 

全国順位 10 10 ８ ８ ８ ６ ７ ８ 16 38 37 39 

 

 

                ※類似団体とは，財政力指数が本県と同じレベルの 0.4 以上 0.5 未満の団体 

 

ラ ス パ イ レ ス 指 数 の 推 移（行政職）

100.0

101 .0

102 .0

103 .0

104 .0

105 .0

Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

栃木県

三重県

群馬県

岐阜県

滋賀県

長野県

広島県

宮城県

（財政力指数の類似８団体で比較） 



５ 普通建設事業費 
（１） 公共事業 

 ① 公共事業の概要 
■ Ｈ１５当初予算は１，９４８億円。補助公共等が約７５％、単独公共が約２５％ 

・ 一般公共    ～ 国庫補助を受けて県が実施する事業 １，２３５億円（63.4％） 
・ 直轄負担金   ～ 国が直轄で行う事業の地元負担金    ２１２億円（10.9％） 
・ 単独公共（建設）～ 県が単独で実施する建設改良事業    ３４０億円（17.4％） 
・ 単独公共（維持）～ 県が単独で実施する維持修繕経費    １４３億円（7.4％） 

 
 事業費 シェア

補助公共事業等 146,499 75.2

123,505 63.4

道路事業 土 木
交通安全施設整備費，道路改良費，橋梁整備費，道路特殊改
良費 28,626 14.7

河川事業 土 木
中小河川改修費，小規模河川改修費，高潮対策費，河川総合
開発事業費，堰堤改良事業費 14,609 7.5

砂防事業 土 木 通常砂防費，急傾斜地崩壊対策費，砂防関係事業調査費 9,592 4.9

海岸事業 土 木 高潮対策費，港湾海岸保全施設費，港湾海岸環境整備事業費 4,266 2.2

港湾事業 土 木
港湾補修費，重要港湾修築費，地方港湾修築費，港湾環境整
備事業費 15,080 7.7

街路事業 土 木 街路事業費 7,446 3.8

公園事業 土 木 公園事業費 662 0.3

流域下水道建設事業 土 木 流域下水道建設事業費 6,036 3.1

住宅建設事業 土 木 住宅建設事業費 2,875 1.5

農業・農村事業 農 林
中山間地域総合整備事業費，圃場整備事業費，農道整備事業
費，農業振興総合整備事業費，農業集落排水事業費 18,546 9.5

畜産事業 農 林 畜産環境総合整備事業費 421 0.2

漁港事業 農 林
漁港修築費，漁港改修費，漁業集落環境整備費，漁港海岸保
全施設整備費 4,728 2.4

治山事業 農 林
山地治山事業費，保安林整備事業費，水土保全治山事業費，
共生保安林整備事業費 6,371 3.3

森林整備事業 農 林 水土保全林整備事業費，森林居住環境整備事業費 4,247 2.2

直轄負担金 土 木 ・ 農 林 道路，河川，砂防，公園　　等 21,181 10.9

準公共事業 農 林 ・ 環 境
経営構造対策事業費（農業），新山村振興等農林漁業特別対
策事業費（農業），水産基盤整備事業費 1,813 0.9

48,295 24.8

33,962 17.4

道路事業 土 木 交通安全施設整備費，道路改良費，道路舗装費，橋梁架換費 21,064 10.8

河川事業 土 木 河川改良費 2,145 1.1

砂防事業 土 木 通常砂防費，急傾斜地崩壊対策費 1,751 0.9

港湾事業 土 木 港湾改良費 1,808 0.9

街路事業 土 木 街路事業費 2,316 1.2

土地区画整理事業 土 木 土地区画整理関連事業費 1,000 0.5

農業・農村事業 農 林 農村基盤整備推進事業費 1,513 0.8

漁港事業 農 林 漁港改良費 382 0.2

治山・森林整備事業 農 林
小規模崩壊地復旧事業費，林道整備事業費，ふるさと林道緊急
整備事業費 1,343 0.7

その他 土 木 ・ 環 境
公共下水道中山間地域支援事業，公園事業（都市公園），県営
住宅改修費，公園施設整備事業費（自然公園） 640 0.3

土木・農林
・環境

道路改修費，河道浚渫費（河川），護岸等修繕費（河川），砂防
施設維持修繕費，港湾維持修繕費 14,333 7.4

194,794 100.0

維持修繕費

合　　　　　　　計

区　　　　　　　分

一般公共事業

単独公共事業

単独建設事業

部　局 主　　　な　　　事　　　業
Ｈ１５当初予算

（単位：百万円，％）



② これまでの公共事業の実績等 

■ Ｈ５以降に実施した事業（継続も含む）のうち主なものは次表のとおり。 
　　　　（単位：百万円）

実施期間 県事業費 実施期間 県事業費

空港整備 Ｓ６１～ 74,316 海洋開発 観音マリーナ Ｓ６３～Ｈ１６ 23,230

道路網整備 道路整備計画（街路含む） Ｈ５～１１ 511,500 五日市漁港フィッシャリーナ Ｈ７～１７ 4,900

新道路整備計画（街路含む） Ｈ１２～２２ 700,000 下水道整備 大田川流域下水道 Ｓ５３～ 141,313

国道１８３号（江府三次道路） Ｈ９～ 芦田川流域下水道 Ｓ４９～ 154,000

国道１８４号（尾道拡幅） Ｓ６１～ 沼田川流域下水道 Ｈ２～ 48,000

個 国道１８６号（御園ＢＰ） Ｓ６３～ 港湾施設整備 出島沖地区埋立 Ｈ７～　 220,000

国道１９１号（戸河内加計ＢＰ） Ｓ５４～Ｈ１４ 五日市地区港湾 Ｓ６２～ 170,000

別 国道３１３号（神辺ＢＰ） Ｈ８～ 宇品地区再開発 Ｈ４～ 60,000

国道３１４号（東城ＢＰ） Ｓ６０～Ｈ１５ 廿日市地区木材港（Ⅱ期） Ｈ４～１４ 39,619

道 国道３７５号（作木工区） Ｓ４９～ 福山港箕沖地区 Ｈ１１～ 15,400

国道３７５号（御園宇ＢＰ） Ｓ６３～ 大竹港東栄地区 Ｈ５～ 29,800

の 国道４３２号（竹原ＢＰ） Ｈ６～ ダム建設事業 四川ダム Ｓ４９～ 24,000

国道４３３号（加計豊平ＢＰ） Ｓ６１～ 仁賀ダム Ｓ４５～ 24,000

整 国道４８６号（新市府中拡幅等） Ｈ６～ 福富ダム Ｓ５０～ 43,000

国道４８７号（警固屋ＢＰ等） Ｓ６３～ 梶毛ダム Ｓ６３～ 17,000

備 国道４８８号（東山ＢＰ） Ｈ５～ 山田川ダム Ｈ２～ 8,500

主要地方道本郷大和線 Ｈ４～ 野間川ダム Ｈ５～ 7,400

一般県道津之郷山守線 Ｈ１１～ 八田原ダム Ｓ４８～Ｈ９ 21,222

主要地方道福山沼隈線 Ｈ１２～ 温井ダム Ｓ４９～Ｈ１３ 35,805

主要地方道志和インター線 Ｈ１０～ 灰塚ダム Ｓ４９～ 52,650

安芸灘大橋 Ｈ元～１１ 広域農道 世羅地区広域農道 Ｓ４７～Ｈ６ 3,490

豊島大橋 Ｈ１１～ 芦品地区広域農道 Ｓ４８～Ｈ８ 3,522

本四架橋（島内道路含む） Ｓ６０～ 80,730 高北地区広域農道 Ｓ４９～Ｈ１３ 7,108

街路整備 三原連続立体交差事業 Ｓ５４～８ 34,537 神石地区広域農道 Ｓ５５～Ｈ１２ 7,460

広島市東部地区連続立体交差事業 Ｈ４～ 53,099 東城地区広域農道 Ｓ６１～Ｈ１６ 7,903

大渡橋加茂線 Ｈ元～９ 5,390 大崎下島地区広域農道 Ｓ６２～Ｈ１６ 14,518

神辺水呑線 Ｈ８～１４ 11,306 芸北地区広域農道 Ｈ４～ 5,095

茂陰変電所線 Ｓ５０～Ｈ９ 5,762 備北西部地区広域農道 Ｈ７～ 3,871

森畠西谷線 Ｈ５～１５ 7,349 芸北２期地区広域農道 Ｈ８～ 2,433

大須土橋線 Ｈ６～ 20,813 明神地区広域農道 Ｈ１１～ 2,143

公園整備 備北丘陵公園 Ｓ５７～ 21,333 大規模林道 大朝・鹿野線 Ｓ５１～ 15,037

びんご広域運動公園 Ｓ５８～Ｈ１３ 21,912 比和・新庄線 Ｓ５６～ 20,933

みよし公園 Ｓ５５～Ｈ１２ 10,683 粟倉・木屋原線 Ｓ４８～Ｈ５ 6,363

県民公園（第Ⅰ期） Ｈ１４～ 4,000 高尾・小坂線 Ｈ３～ 26,800

区　　　　　　　　　分 区　　　　　　　　　分



 ③ 財政健全化への取組み（現中期財政運営方針、Ｈ９策定の財政健全化計画） 
  

 国の公共事業削減方針（経済財政運営と構造改革に関する基本方針）に伴い、

段階的に縮減 
補助公共事業 

 前年度伸び率： H13 ▲1.1％ 、 H14 ▲15.4％ 、 H15 ▲4.3％ 

 平成９年策定の財政健全化計画の半減方針（Ｈ１０～１４までの５年間でＨ

９の事業費の半分とする）を踏襲し、段階的に削減 

単独公共事業等 
（建設事業） 

年度別事業費の推移： 
＜単独公共（建設）＞ 
⑨680 億円、⑩600 億円、⑪528 億円、⑫454 億円、⑬397 億円、⑭340 億円、⑮340 億円 
＜合併支援緊急道路等整備、緊急物流基盤等整備＞ 
⑬24 億円、⑭75 億円、⑮60 億円 

 
④ 国の動き 

  ■ 平成１６年度一般歳出の概算要望基準（財務省） 
    ○ 公共投資関係費 ： 対前年度比 ▲３％ 

  ■ 平成１６年度地方債計画（案）（総務省） 

○ 国庫補助負担事業に係る地方債の規模 ： 対前年度比 ▲３％ 
○ 地方単独事業に係る地方債の規模   ：   〃   ▲５％ 

      
     ※ 「平成１６年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」における公共投資関係

費、地方財政についても考え方を踏まえて見込む。 
       地方単独事業の規模は、地方財政計画の策定過程で地域経済の動向、地方財政の状況等を勘

案して検討される。  
  ■ コスト構造改革（国土交通省資料から抜粋） 

 



（２） 公共事業以外の建設事業 
   ① 事業概要 

■ Ｈ１５当初予算は４６８億円。国庫補助事業が２４％、県単独事業が７６％ 
・国庫補助事業：１１４億円～国営農地開発負担、公共下水道過疎代行、学校施設整備など 
・ 県単独事業 ：３５４億円～合併支援緊急道路等整備、広島高速道路公社出資等、学校

施設整備など 
（単位：百万円）

事業費 県　費

国 庫 補 助 事 業 計 11,410 4,706

農林 国営農地開発事業負担金 国営農地開発事業に係る事業費の県及び地元の負担金 424 357

農林 農業生産総合対策事業 農業生産振興に必要な条件整備への助成 118 0

農林 農地整備事業費負担金
国営農地再編整備事業に係る事業費の県及び地元の負
担金 550 425

土木 公共下水道過疎代行事業
要件を満たす過疎町村の公共下水道根幹的施設を県が
代行整備 1,062 179

教育 県立学校施設整備事業
特色ある学校づくり整備，安全で快適な学校環境整備を
計画的に実施し，良好な学校環境の整備 2,022 1,184

警察 交通安全施設整備費
交通事故防止及び交通の円滑化を図るため，管制セン
ター，信号機などの交通安全施設を整備 569 290

県 単 独 事 業 計 35,437 33,367

総務 県庁舎設備改修事業
現庁舎を良好に維持管理していくため，老朽化の著しい
設備や緊急性の高い設備から計画的に改修・整備 280 280

福祉 原爆被爆者関係施設整備費 原爆養護ホーム等の施設の整備に対し補助 106 106

農林
水産海洋技術センター（仮
称）整備事業

水産試験場を水産・海洋技術開発の拠点として再整備 1,506 1,506

農林 大規模林道推進費 大規模林業圏開発林道事業に係る事業費の県負担金等 575 575

農林
合併支援緊急農林道整備事
業（再掲）

市町村合併の取組を支援する重点的な道路整備 500 500

土木
緊急物流基盤等整備事業
（再掲）

企業ニーズを踏まえ，産業再生に直結する道路改良等
の物流インフラを重点的に整備 2,000 1,870

土木
合併支援緊急道路整備事業
（再掲）

市町村合併の取組を支援する重点的な道路整備 3,500 2,692

土木
広島高速道路公社出資金・
貸付金

広島高速道路公社への出資金・貸付金 6,825 6,825

教育 県立学校施設整備事業
特色ある学校づくり整備，安全で快適な学校環境整備を
計画的に実施し，良好な学校環境の整備 9,034 9,034

警察 交通安全施設整備費
交通事故防止及び交通の円滑化を図るため，信号機，
道路標識などの交通安全施設を整備 2,006 2,006

合 計 46,847 38,073

（

主

な

事

業

）

部局

（

主

な

事

業

）

H　１５当初予算
主な事業名 事業概要



 
  ② これまでの事業実績等 

■ Ｈ５以降に実施した事業（継続も含む）のうち主なものは次表のとおり。 

 （単位：年度、百万円）

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 県事業費

文化施設 県立美術館 14,688

シトラスパーク 2,073

頼山陽史跡資料館 553

教育施設 県立大学大学院棟 2,026

県立中高一貫教育校 10,005

広島女子大学 18,378

保健福祉大学 19,856

県立三次看護専門学校 1,688

体育スポーツ施設 県立総合体育館 35,641

総合グランド改修 3,210

レクリエーション施設 中央森林公園 36,234

県民の森 2,706

産業振興施設 福山高等技術専門校 3,342

県産業科学技術研究所 1,863

県立ふくやま産業交流館 7,892

呉高等技術専門校 2,346

生産技術アカデミー 1,493

試験研究施設等 畜産技術センター 1,226

栽培漁業センター（２期） 1,956

林業技術センター木材実験棟 453

水産海洋技術センター 4,427

医療・福祉施設 広島病院 31,170

原爆養護ホーム 2,518

身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 9,781

県立広島学園 836

こども家庭センター（仮称） 1,246

福山児童相談所 510

食肉衛生検査所 184

総合精神保健福祉Ｃ　情報研修棟 206

情報通信施設 総合行政通信網整備 8,725

広島メイプルネット 1,253

その他 広島国際協力センター 6,157

防災拠点施設 2,122

県運転免許センター 22,759

西条警察署 1,236

音戸警察署 1,160

竹原警察署 2,152

総合通信指令室 2,570

交通管制・留置センター 2,613

起業化支援施設 220

高齢者住宅モデル事業 4,400

紙屋町地区地下街建設事業 2,300

福山リサイクル発電事業 1,233

区　　　　　　　　　分



６ 補助金 
（１）補助金の概要 
■ Ｈ１５当初予算は１，１５７億円。国庫補助事業が７１％、県単独事業が２９％ 
 ・国庫補助事業：８２１億円 ～福祉・医療関係など義務的なものが大半を占める 
 ・県単独事業 ：３３５億円 ～単県福祉医療公費負担、私学振興補助など任意的なもの多い 
 

 
 

事　　　　業　　　　名
（　補　助　金　名　）

Ｈ１５
当初予算
（百万円）

うち県費
（百万円）

概　　　　　要
義務：１
任意：２

相手先
市町村：１
公　営：２
その他：３

補　助　率
（県の負担割合）

82,132 64,392 　　（３０９件）

福祉 児童手当県費負担金 1,133 1,133 児童扶養者に対する手当の支給 1 1

3歳未満　国4/6，県
1/6，市町村1/6）など
3歳以上  国４／６，県１
／６，市町村１／６

福祉 保険基盤安定制度負担金 2,190 2,190 保険料の軽減相当分の負担 1 1
国１/２，県１/４，市
町村１/４

福祉 老人医療費（国制度） 16,535 15,719
老人保健法に基づく医療の給付に要する費用の
負担

1 1
国２/３，県１/６，市
町村１/６

福祉 介護保険給付費負担金 16,883 16,883
介護保険法に基づく介護給付及び予防給付に要
する費用の負担

1 1
国１／２，県１/４，市
町村１/４

福祉 社会福祉施設整備費補助金 3,378 1,100 社会福祉施設の整備に対する補助 2 3
国１/２,県１/４,事業者
１/４など

福祉 保育所運営費等県費負担金 2,556 2,556
保育所・母子生活支援施設・助産施設の運営経費
に対する補助

1 1
国２／４，県１／４，
市町村１／４

福祉 介護予防・地域支え合い 1,333 444
介護予防と自立生活支援の観点から行う各種
サービスへの補助

1 1
国１／２，県１／４，
市町村１／４

福祉 高額医療費共同事業負担金 1,116 1,116
高額医療費の発生による保険者の財政運営を安
定させる費用を負担

1 3
70万円を超える部分
×6/10×1/4

農林 中山間地域等直接支払事業 2,105 697 中山間地域の農業生産条件の補正等 2 1
国1/3～1/2,
県1/4～1/3

農林 農業共済団体等事務費等補助金 1,292 0 農業共済組合等に対する事務費等補助金 1 3 定額(国)

部名

国庫補助事業計

（

　
　
主
　
　
な
　
　
事
　
　
業
　
　
）

33,535 31,025 　　（３８９件）

地域 県議会議員選挙費 1,033 1,033 市町村選挙管理委員会に対する交付金等 1 1 定額

地域
市町村合併推進事業
（合併推進交付金） 2,450 2,450

合併市町村が合併時に実施する事業に対する交
付金

2 1
5億円＋2.5億円×
（市町村数－2)

環境 私学振興補助金 17,603 15,448
・私立学校の経常費に対する補助
・授業料・入学金の減免相当額を補助
・年金等長期給付・退職金掛金に係る補助　 など

2 3 定額

福祉 病院運営費 3,071 3,061 病院事業運営費に対する補助 1 2 病院会計の必要額

福祉
乳幼児医療公費負担事業
＜単県福祉医療公費負担＞ 1,278 1,278

医療費を助成する市町村への補助（通院：３歳未
満、入院：４歳未満）

2 1 補助率１／２

福祉
重度心身障害児（者）医療公費負担事業
＜単県福祉医療公費負担＞

3,711 3,711
医療費を助成する市町村への補助（身体障害者
手帳１～３級所持者、療育手帳マルA，A，マルB
所持者）

2 1
補助率１／２、広島
市のみ補助率４/10

福祉
ひとり親家庭等医療公費負担事業
＜単県福祉医療公費負担＞

623 623
医療費を助成する市町村への補助（対象：母子家
庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児
童，父母のいない児童）

2 1
補助率３/４～１/２、
広島市のみ補助率４
/10

福祉
老人医療公費負担事業
＜単県福祉医療公費負担＞

549 549
医療費を助成する市町村への補助（対象：６８歳、
６９歳、６５～６７歳の一人暮らし）、施行事務費の
補助

2 1
補助率１／２、広島
市のみ補助率４/10

商工
小規模事業指導費補助金
　（人件費・単県分） 2,298 2,298

商工会・商工会議所等への人件費補助(経営指導
員，補助員他445人)

2 3 定額

商工 企業立地促進対策事業 2,239 2,239 工場等立地促進助成 2 3 定額

115,667 95,417 　　（６９８件）

県単独事業計

補助金合計

（

　
　
主
　
　
な
　
　
事
　
　
業
　
　
）



（２） 補助金の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ① 任意・義務別、相手先別分類 

■ 全体の約６割が法令、契約、国の通達等に基づく「義務的なもの」となっている。 
■ 相手先別では、市町村が約６割、その他団体が約４割となっている。 
■ 義務的なものは、市町村に対する福祉・医療関係費が大半を占めている。 

 ■ 任意的なものは、私立学校、商工関係団体などへの補助金や、単県福祉医療公費負担な

ど市町村への補助金となっている。 
 

合 計 
１，１５７億円 

（１００％） 

任意的なもの 
４５０億円 
（３９％） 

義務的なもの 
７０７億円 
（６１％） 

 
  《相手先別》 

市町村 
６６８億円 
（５８％） 

任意的なもの 
１４５億円 
（１３％） 

義務的なもの 
５２３億円 
（４５％） 

① 単県福祉医療公費負担  ６２ 
② 市町村合併推進交付金※ ２５ 
③ 小型合併処理浄化槽整備  ４ 

など 

①介護保険給付費負担金   １６９ 
②老人医療費（国制度）   １６５ 
③保育所運営費等県費負担金  ２６ 
 など 

 
公営企業 
３７億円 
（３％） 

任意的なもの 
０億円 
（０％） 

義務的なもの 
３７億円 
（３％） 

 ①病院運営費（基準繰出金）  ３１ 
など 

 
その他団体 
４５２億円 
（３９％） 

任意的なもの 
３０５億円 
（２６％） 

義務的なもの 
１４７億円 
（１３％） 

①私学振興補助金※   １７６ 
②小規模事業指導費補助金※２３ 
②企業立地促進対策費   ２２ 
③市街地再開発事業費    ９ 

など 

①農業共済団体等事務費等補助金              １３ 
②高額医療費共同事業負担金  １１ 
③運輸事業振興対策事業     ５ 
 など 

 

◇ 分析対象…平成１５年度当初予算の「負担金、補助及び交付金」のうち、会費、工事負担金など

県が一定の反対給付を受けているもの、税連動経費、派遣人件費を除いたもの 
◇ 分類の定義 

「義務」…次の項目に該当するもの 
 ア 法令に基づくもの：県の負担が法令に明記・義務付けられており、裁量の余地がないもの

 イ 契約に基づくもの：利子補給など、契約等で期間満了まで支出が義務付けられているもの

 ウ 通達に基づくもの：国庫補助の前提として、県の補助率が定まっているもの 
「任意」…義務以外のもの（地方交付税措置がある補助金を含む） 

 ※ 国庫補助金の一般財源化等により、地方交付税措置がある補助金 



 
 ② 補助率別分類 

■ 任意的なものは、定額または１／２以上が殆どである。 
例）私学振興補助金、企業立地対策事業、小規模事業指導費補助金 など 

 ■ 義務的なものは、１／４以下が最も多い。 

例）高額医療費共同事業負担金、介護保険給付費負担金 など 

 

義　務
61%

任　意
39%

1/4以下
49%

定額
23%

1/2以上
13%

1/4～1/2
4%

1/4～1/2
1%

1/4以下
2%

1/2以上
7%

定額
1%

補 助 金

１,１５７
  億円 

（単位：億円）

構成率 構成率 構成率

　定　額 257 23% 17 1% 274 24%

　1/2以上 150 13% 84 7% 234 20%

　1/4～1/2 16 1% 47 4% 63 5%

　1/4以下 27 2% 559 49% 586 51%

合　　計 450 39% 707 61% 1,157 100%

任意的なもの 義務的なもの 計
補助率区分
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 ③ 補助期間別分類 

■ １０年以上の長期間補助が、全体の約７割を占め、３～５年が約２割となっている。 
■ 任意的なものは、１０年以上の長期間補助が大半を占めている。 

 
 
 ④ 所管部局別分類 

■ 所管部局別の構成割合は、福祉保健部が 668 億円（58％）、環境生活部が 199 億円（17％）、

商工労働部、地域振興部、農林水産部が 80～90 億円（7～8％）となっている。 
 
 
 
 

 
 

介護保険給付費負担金     １６９ 
老人医療費（国制度）     １６５ 
保育所運営費等県費負担金    ２６ 
単県福祉医療公費負担（４事業） ６２ 
病院運営費           ３１ 

私学振興補助金        １７６ 
小型合併処理浄化槽整備事業    ４ 

小規模事業指導費補助金     ２３ 
企業立地促進対策事業費     ２２ 
緊急雇用創出事業補助金     １８ 

市町村合併推進交付金      ２５ 
市町村振興宝くじ収益交付金   １５ 
県議会議員選挙費        １０ 

中山間地域等直接支払事業    ２１ 
農業共済団体等事務費等補助金  １３ 

土木建築部  １７、教育委員会 １２

総務企画部   ６ 

（単位：億円、％）

構成率 構成率 構成率

１０年以上 338 29% 434 37% 772 66%

５年以上１０年未満 11 1% 31 3% 42 4%

３年以上５年未満 33 3% 219 19% 252 22%

３年未満 68 6% 23 2% 91 8%

合　　　　　計 450 39% 707 61% 1,157 100%

補助期間区分
任意的なもの 義務的なもの 合　　　　計



７ 投融資関係費 
■ 貸付金は、中小企業等への預託融資などで事業費は大きいが県費は少ない。 
■ 積立金、投資・出資、繰出金は、一定ルールに基づく積立等である。 

（単位：百万円）

主な事業名 部局 事業概要 事業費 県　費

54,083 1,437

県費預託融資 商工
県内中小企業等が必要とする資金を円滑に供給
するため金融機関へ預託し行う低利の融資制度 44,238 0

農協経営基盤強化対策事
業

農林
県内農協系統の事業の健全化及び経営基盤強化
のための支援 6,000 0

勤労者住宅建設促進資金 商工
 住宅ローン等の金利負担の軽減や低廉な住宅供
給の促進を図るための低利の融資制度 982 0

公社造林推進費 農林
(財)広島県農林振興センターが実施する森林の管
理・保育事業に必要な資金の貸付 738 738

環境保全資金融資 環境
公害防止や地球環境保全などに関する施設整備
のために必要な資金を中小企業者等に対し融資す
る。

614 0

地域総合整備資金貸付 地域
福山リサイクル発電㈱のＲＤＦ発電施設建設に対
し，地域総合整備資金を貸付ける。 547 547

6,880 4,839

県庁舎整備推進事業 総務 県庁舎整備の財源の積立 3,000 3,000

中山間地域等直接支払事
業

農林
中山間地域等直接支払事業基金の造成に係る国
交付金等の積立 1,880 0

森林整備地域活動支援事
業

農林
森林整備地域活動支援事業基金の造成に係る国
交付金等の積立 148 0

大規模社会福祉施設等建
設基金積立金

福祉
法人県民税の特例に関する条例に基づく増加県民
税収入相当額の積立 1,126 1,126

産業廃棄物抑制基金積立
金

環境
産業廃棄物埋立税を財源とした産業廃棄物排出抑
制やリサイクルなどに関する施策のための積立 713 713

4,740 4,680

本州四国連絡橋整備促進
費

土木 本州四国連絡橋公団への出資金 3,114 3,114

病院整備費 福祉
病院事業に対して、その資本整備に必要な費用の
一部を地方公営企業法等に基づき繰出金 1,192 1,192

水道用水供給事業出資金 企業
水道用水供給事業の経営基盤の強化を図るため
の出資金 304 304

3,820 3,714

流域下水道事業費特別会
計繰出金

土木 流域下水道事業の起債償還に係る繰出金 2,754 2,754

港湾特別整備事業費特別
会計繰出金

土木 放置艇対策事業等の起債償還に係る繰出金 314 314

県営住宅事業費特別会計
繰出金

土木 県営住宅の建設事業に係る繰出金 274 274

中小企業支援資金特別会
計繰出金

商工
県内の小規模事業者等に対する資金，設備貸与
事業等を行う財源の特別会計への繰出金 213 211

　　繰　　　　出　　　　金

　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 H　１５当初予算

　　投　　資　・　出　　資

　　積　　　　立　　　　金

　　貸　　　　付　　　　金



８ その他経費 
 ① 施設管理経費 
  ■ 公の施設等の効率的な管理運営のため民間への業務委託等を推進。今後、さらに

積極的な民間活用（指定管理者制度など）を検討。 

 
② ＩＴ関連経費 

■ ＩＴを活用し、高度な情報サービスの提供、事務処理の効率化・執行方法の改善 
 （単 位 ：百 万 円 ）

事 業 費 県 　費

総 合 行 政 ネ ッ トワ ー ク (LGW AN)
運 営 事 業

総 務
国 や 地 方 公 共 団 体 間 の 文 書 交 換 や 各 種 申 請 ・届 出 の
電 子 化 の 基 盤 と な る 総 合 行 政 ﾈｯﾄﾜｰｸの 管 理 運 営 128 128

行 政 ＬＡＮ ・Ｗ Ａ Ｎ 運 営 事 業 総 務
行 政 事 務 の シ ス テ ム 化 を 進 め る 上 で 基 盤 と な る 行 政
LAN・W ANの 管 理 運 営 1,732 1 ,684

電 子 自 治 体 ネ ッ トワ ー ク 構 築 事
業

総 務
高 速 大 容 量 の 公 共 ネ ッ トワ ー ク を 構 築 す る た め ，広 島
メ イ プ ル ネ ッ トに ア ク セ ス ポ イ ン トを 設 置 63 63

広 島 メ イ プ ル ネ ッ ト運 営 事 業 総 務 「広 島 メ イ プ ル ネ ッ ト」の 管 理 運 営 273 273

電 子 計 算 組 織 管 理 運 営 費 総 務
各 種 業 務 の 共 同 処 理 を 行 う ホ ス トコ ン ピ ュ ー タ の 管 理
運 営 480 480

財 務 会 計 トー タ ル シ ス テ ム 管 理
運 営 費

総 務 財 務 会 計 トー タ ル シ ス テ ム の 管 理 運 営 329 329

総 合 行 政 通 信 網 管 理 運 営 事 業 環 境 総 合 行 政 通 信 網 の 管 理 運 営 120 89

救 急 医 療 情 報 ネ ッ トワ ー ク 運 営
事 業

福 祉
救 急 搬 送 支 援 や 医 療 関 係 情 報 の 提 供 な ど ，救 急 医 療
体 制 の 充 実 を 図 る た め の 情 報 ﾈｯﾄﾜｰｸの 管 理 運 営 112 66

総 合 通 信 指 令 室 運 営 費 警 察
１ １ ０ 番 通 報 の 的 確 受 理 ・迅 速 指 令 を 行 う た め の 総 合
通 信 指 令 シ ス テ ム の 管 理 運 営 271 271

電 子 計 算 機 運 営 費 警 察 警 察 の 所 有 す る ホ ス トｺﾝﾋﾟｭｰﾀ等 管 理 運 営 823 823

H　１ ５ 当 初 予 算
主 な 事 業 名 部 局 事 業 概 要

（単 位 ：百 万 円 ）

事 業 費 県 　費 収 　入
（使 用 料 等 ）

委 　託 　方 　式    （県 出 資 法 人 ま た は 市 に 委 託 ）

福 祉
身 体 障 害 者 リハ ビリテ ー シ ョ
ンセ ンター

身 体 障 害 者 の 福 祉 の 増 進 を図 る た め 社 会 活 動 に 至 る
ま で 総 合 的 に 身 体 障 害 者 の 支 援 3,027 346 2,681

福 祉 心 身 障 害 者 コロ ニ ー
知 的 障 害 者 及 び 重 症 心 身 障 害 児 の 福 祉 の 増 進 を 図 る
た め ，各 種 相 談 ，治 療 な ど の 更 生 援 護 等 1,152 221 931

教 育 総 合 体 育 館
大 ア リー ナ （フロ ア 3,500㎡ ），小 ア リー ナ ，武 道 場 ，弓
道 場 ，フィットネ ス プ ラザ ，ス ポ ー ツ 情 報 セ ン ター 外 812 490 322

土 木 び ん ご 運 動 公 園
ア リー ナ ・陸 上 競 技 場 ・野 球 場 ・テ ニ ス コー ト・多 目 的 広
場 ・オ ー トキ ャン プ 場 　な ど （管 理 面 積 87.6ha） 277 214 63

商 工 広 島 産 業 会 館
見 本 市 ・展 示 会 等 を行 い ，産 業 情 報 の 受 発 信 基 地 とし
て 産 業 界 の 発 展 を 図 る 施 設 224 0 347

環 境 中 央 森 林 公 園
公 園 ，日 本 庭 園 ，フォレ ス トヒル ズ ガ ー デ ン （非 収 益 施
設 ），備 品 等 208 176 32

教 育 総 合 グ ランドﾞ
メイン ス タジ ア ム （第 1種 公 認 陸 上 競 技 場 ，国 際 サ ッ
カー 大 会 対 応 天 然 芝 ），野 球 場 ，ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 外 147 125 22

直 　営 　方 　式

環 境 広 島 県 立 ３大 学 基 本 運 営 費
広 島 県 立 3大 学 の 電 気 ・機 械 設 備 ，エレ ベ ー ター ，排 水
処 理 設 備 ，ＲＩ施 設 ，教 員 公 舎 等 1,076 1,014 62

総 務 地 域 事 務 所 運 営 費 １０地 域 事 務 所 （庁 舎 ） 660 656 4

総 務 庁 舎 管 理 費
県 庁 舎 （本 館 ，南 館 ，北 館 ，東 館 ，農 林 庁 舎 ，税 務 庁
舎 ，議 会 棟 ） 548 510 38

土 木 広 島 西 飛 行 場 管 理 費
基 本 施 設 （滑 走 路 ，エ プ ロ ン 等 ）・通 信 施 設 ・航 空 保 安
無 線 施 設 ・気 象 観 測 施 設 　な ど （管 理 面 積 　49.4ha） 501 198 303

教 育 美 術 館
鉄 骨 鉄 筋 コン クリー ト造 （地 上 ４階 ，地 下 １階 ）
延 床 面 積 　１９，９２６㎡ 　　収 蔵 品 　４，１１６点 354 304 50

商 工
工 業 技 術 セ ンター （食 品 ・西
部 ・東 部 ）

技 術 指 導 ，依 頼 試 験 ，研 究 開 発 を 中 心 として 総 合 的 な
技 術 支 援 を 行 う施 設 248 220 28

教 育 図 書 館
広 島 県 情 報 プ ラザ 内
延 面 積 　６，５２４㎡ 　蔵 書 数 　６１６，０３７冊 138 108 30

警 察 運 転 免 許 セ ンター
運 転 免 許 試 験 コー ス ，免 許 更 新 ，行 政 処 分 等 講 習 会
場 等 91 85 6

※直営方式の事業費は、人件費を含まない。
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□ 公共事業一覧表 
 
 

□ 補助金関係一覧表 
 



９ 歳入の見直し 

（１） 県税の収入未済額等の縮減 

 《これまでの取組み》 
  ■ 滞納整理統括班の設置、強制調査の実施などによる徴収強化 
  ■ 集中的滞納整理、市町村との連携強化、「県税の日」の取組み、軽油引取税のほ税

調査強化を重点的に実施 
 
 《収入未済額の推移》                        （単位：億円） 

年   度 Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ 

収入未済額 112.3 117.5 116.7 113.7 103.1 109.9 100.4 

 
 
（２） 未利用県有地の処分 

 《これまでの取組み》 
■ 販売促進グループの設置による未利用地の積極的な売却 
■ 処分方法は一般競争入札を原則とし、公募抽選方式を導入 

 
 《売却額の推移》                          （単位：億円） 

年   度 Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ 

売 却 額 
（件 数） 

30.9 
(36 件) 

7.2 
(26 件) 

4.1 
(17 件) 

11.2 
(24 件) 

7.3 
(35 件) 

9.4 
(40 件) 

34.4 
(56 件) 

 
 
（３） 使用料・手数料 

 《これまでの取組み》 
■ 使用料・手数料は、負担の公平性を確保する観点から、３年ごとの見直しを実施 
■ 施設使用料については、徹底した経営努力による原価の低減、利用者である県民

へのサービス向上を前提に、利用者負担とすべき経費を反映した料金設定 
 
 《使用料収入の推移》                        （単位：億円） 

年   度 Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ 

使用料収入 120.4 120.9 117.8 117.2 117.4 119.5 117.3 

   ※高等学校生徒数の減少に伴い高等学校使用料が減少（⑦63→⑬55 △８億円） 




